
 

 

 

 

平成２０年度「児童虐待防止推進月間」に 

おける標語の募集について 

 

１．趣  旨  

  児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、その内容も専門的な

援助を必要とするケースが増えています。特に子どもの生命が奪われるなど重大な

事件も跡を絶たない状況において、児童虐待問題は未だ社会全体で早急に解決すべ

き重要な課題となっており、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受け

た子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。 

  こうした状況を踏まえ、平成１６年度から児童虐待防止法が施行された１１月を

「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を

図るため、集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。 

平成２０年度におきましても、この児童虐待防止推進月間の取組の一つとして、

国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりを

もっていただくための意識啓発を図ることを目的として、標語の公募を行うことと

いたします。 

 

 

 ２．募集内容  

(１) テ ー マ 

   上記１の趣旨を簡潔に表現していて、児童虐待問題に関する国民一人ひとりの

意識啓発に資するにふさわしい標語 

 (２) 応募資格 

   特に制限はありません。どなたでも応募できます。 

 (３) 応募方法 

○電子メールの場合 

 caphyogo@pref.shiga.lg.jpまでお寄せください。 

平成２０年５月２６日 
         （照  会  先） 

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

         総務課虐待防止対策室 

  室長補佐  藤田 智夫（内７７９７） 

  調整係長  伴野 康和（内７７９９） 

    代 表    ０３－５２５３―１１１１ 



 メールの題名は「児童虐待防止推進月間に関する標語募集」としてくだ

さい。 

 ファイルを添付する場合は、Word（2003 年版又はこれ以前のバージョ

ン）、一太郎又はテキスト形式のいずれかによりお願いいたします。 

 １人１作品の応募に限ります。 

 作品のほか、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業について記

入してください。 

○郵送（はがき）の場合 

〒 ５２０－８５７７ 

滋賀県子ども・青少年局 児童虐待防止標語募集担当 宛 

 １人１作品の応募に限ります。 

 作品のほか、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業について記

入してください。 

※ FAX、電話による応募はお受けできかねますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

 (４) 応募上の注意 

   ご自身で創作した未発表の作品に限ります。 

なお、応募作品は、返却いたしません。 

 (５) 著 作 権 

   著作権は、主催者に帰属します。 

 

（参考）過去の標語（平成１７年度より募集） 

    平成１７年度  気づいたら 支えて 知らせて 見守って 

    平成１８年度  あなたの「もしや」が子どもを救う。 

    平成１９年度  きこえるよ 耳をすませば 心のさけび 

 

 ３．応募締め切り  

  平成２０年７月１１日（金）。郵送の場合は、当日消印有効とします。 

 

 ４．選定方法  

  主催者が滋賀県、大津市、滋賀県要保護児童対策連絡協議会の協力を得て選定し、

１作品を最優秀作品（厚生労働大臣賞）として決定します。 

 

 ５．発  表  

  最優秀作は、平成２０年９月以降に本人に通知するほか、厚生労働省ホームペー

ジ等で発表します。 



 

 ６．表  彰  

  平成２０年１１月に開催の「児童虐待防止推進全国フォーラムinしが」(開催場

所：滋賀県大津市)において、賞状を授与します。（予定） 

 

 ７．標語の活用  

  今回の募集により選定された標語（最優秀作）は、平成２０年度児童虐待防止推

進月間における全国各地で実施される広報・啓発活動等において幅広く活用します。 

 

 ８．主 催 者  

  厚生労働省 

 

 ９．事 務 局  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室 

   ＴＥＬ  ０３－５２５３－１１１１（内線：７８００） 

 


